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きぼーるアトリウム使用申込書

　　年　　月　　日

（あて先）千葉市長
住　　　所　　 　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　 
代表者名　　　　　　　　　　　    　　　

（連絡先電話番号）　　 （担当）
　　   － 　　 －　　　  　　          
（連絡先電子メールアドレス）
　　　　　　　　　 　＠　　　　　　　　

きぼーるアトリウムの使用について、下記のとおり申し込みます。

記
	イベント名
	

	主催者名
	

（協力・共催・後援：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	使用希望日時
※設営・撤去日を含む
	　　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分から
　　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分まで　　　　日間

	上記のうち、
イベント開催期間
	年　　月　　日（　曜日）　　時　　　分～　　時　　分
年　　月　　日（　曜日）　　時　　　分～　　時　　分
年　　月　　日（　曜日）　　時　　　分～　　時　　分
※複数日開催の場合で、開催時間が異なる場合はすべて記載すること。

	使用希望スペース
（使用する場所に☑）
	１階　□イベントスペース
２階　□２A：受付上スペース
□２B：手すり沿い
□２C：エスカレーター下
	３階　□３A：受付上スペース
□３B：手すり沿い

	使用希望設備類
（使用するものに☑し、個数を記入）
	□折畳ステージ　　　　　　　　　台　　　　　　
□展示パネル　　　　　　　　　　枚
□テーブル　　　　　　　　　　　台　　　　　　
□椅子　　　　　　　　　　　　　脚
□ベルトリールパーテーション　  台
□ポップアップディスプレイ　　　台
□案内板（未使用時のみ）　　　　台
□大型LEDディスプレイ（DVD・PC・その他（　　　　　　　　））
□吊バトン（バー（東・西・南・北））
※大型LEDディスプレイ、吊りバトンはかっこ内も○を付けてください。

	運営責任者
（必須）
	氏　名：
電　話：（　　　）　　　－　　　　
当日連絡先電話番号※２（上記と異なる場合）：（　　　）　　　－　　　　　
ＦＡＸ：（　　　）　　　－
Email：
※１　イベント運営に関する問合せ窓口となる方の連絡先を記載してください。
また、設営・当日・撤去時には常駐を原則（展示のみのイベントは当日の常駐は不要）と
します。
※２　設営・当日・撤去時に常時連絡がとれる電場番号を指します。

	安全管理担当者
（２・３階を使用する場合は記入必須）
	氏　名：　
当日連絡先電話番号：（　　　）　　　　－　　　　　　
※作業時及びイベント開催中に必ず立会い、連絡が取れる電話番号を記載してください。
（展示のみのイベントの場合、開催中の常駐は不要）

	設営・撤去作業
	設営日
	年　　月　　日　　　　時　　分　～　　時　　分
（車寄せの使用　　有　・　無　）

	
	撤去日
	年　　月　　日　　　　時　　分　～　　時　　分
（車寄せの使用　　有　・　無　）

	添付書類
	□イベントの内容・レイアウト等がわかる書類（企画書等、任意書式）
□ホームページ掲載用原稿・画像（JPEG）（きぼーるホームページへ掲載する場合、任意書式）
□その他必要な書類



[bookmark: OLE_LINK8]【申込に当たっての注意事項】
・時間は24時間表記で記載してください。
・申込の受付は、使用日の6か月前（要綱第６条第１～４号に該当する場合は１２か月前）（土日祝日及び年末年始は当該日の直後の市役所開庁日）から40日前まで（土日祝日及び年末年始は当該日の直後の市役所開庁日）です。
・申込は、毎週月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く）の9時から17時までに千葉市中央区役所総務課へ持参、郵送又は電子メールでお申し込みください。
・「運営責任者」は、施設の使用に当たっての注意事項を把握していただき、設営～イベント開催～撤去作業時に、警備、案内受付職員との調整役として現場に立ち会いをお願いします。常時立ち会いが難しい場合は、「運営副責任者」を選任してください。
なお、展示のみのイベントの場合、開催中の常駐は不要です。
・２、３階の貸出エリアの使用を希望する場合は、落下物による事故防止等の観点から、「安全管理担当者」を選任してください。担当者の方を中心に、設営～イベント開催～撤去完了まで、安全管理を徹底して行っていただきます。
なお、原則として「運営責任者」とは別の方の選任をお願いします。
・公職選挙法に基づく選挙等において投票所としてアトリウムを使用することとなった場合、イベントでの使用はできなくなります。
・使用申込書の内容を基に、使用承認後にきぼーるホームページイベント情報へイベントタイトル、日程等の情報を掲載します。掲載時期・内容の調整が必要な場合には、申込時にお知らせください。
